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第41期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
さて、当社第41期定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面(議決権行使書）又は電磁的方法（イ

ンターネット等）により議決権を行使することができますので、お手数ながら後
記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対す
る賛否をご表示のうえ2019年６月21日（金曜日）午後７時までに到着するようご
返送くださるか、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）よ
り2019年６月21日（金曜日）午後７時までに議決権をご行使くださいますようお
願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2019年６月23日（日曜日）午後２時
２．場 所 東京都墨田区横網一丁目３番28号

両国国技館
（末尾記載の会場ご案内図をご参照くださいますようお願い
申しあげます。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第41期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第41期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
次頁【議決権の行使等についてのご案内】をご参照ください。

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
当日当社役職員は、軽装（クールビズ）にてご対応させていただきますのでご

了承賜りますようお願い申しあげます。株主の皆様におかれましても軽装にてご
出席いただきますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正を
すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　
http://www.amuse.co.jp）に修正後の事項を掲載させていただきます。
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【議決権の行使等についてのご案内】

１．代理人によるご出席の場合の注意事項

当社定款の定めにより、代理人としてご出席いただけるのは、当社の株主様

に限られております。当社の株主様以外の方は、委任状をご持参いただきま

しても代理人としてご出席いただくことはできませんので、ご了承ください。

なお、代理人としてご出席される株主様は、①ご自身の議決権行使書用紙、

②代理権を証明する書面（委任状）の２点を会場受付にてご提出くださいま

すようお願い申しあげます。

２．インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、

行使していただきますようお願い申しあげます。

当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）又はインターネットによる議決

権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

（１）議決権行使サイトについて

① イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 議 決 権 行 使 は 、 パ ソ コ ン 、 ス マ ー ト

フォン又は携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト

（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによっての

み実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休

止します。）

②パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続に

ファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設

定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、ＴＬＳ暗号化通信を

指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、

ご利用できない場合もございます。

③携帯電話による議決権行使は、セキュリティ確保のため、ＴＬＳ暗号化通

信及び携帯電話情報送信が不可能な機種には対応しておりません。

④インターネットによる議決権行使は、2019年６月21日（金曜日）の午後７

時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等

がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

（２）インターネットによる議決権行使方法について

①パソコン、携帯電話による方法

1）議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行

使書用紙に記載された「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利

用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

2）株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権

行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使

サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますので

ご了承ください。

－ 2 －

議決権の行使等についてのご案内



3）株主総会の招集の都度、新しい「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」

をご通知いたします。

②スマートフォンによる方法

1）議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォン

により読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権

行使を行うことが可能です。（「ログインID」及び「仮パスワード」

の入力は不要です。）

2）セキュリティの観点からQRコードを用いた議決権行使は1回に限り可能

です。2回目以降は、QRコードを読み取っても「ログインID」「仮パス

ワード」の入力が必要になります。

3）スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合があ

ります。QRコードでのログインが出来ない場合には、上記（２）①パ

ソコン、携帯電話による方法にて議決権行使を行ってください。
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

（３）重複又は複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

①書面（議決権行使書）とインターネットにより重複して議決権を行使され

た場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わ

せていただきますのでご了承ください。

②インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、 後に

行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフ

ォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、 後に行使された

内容を有効とさせていただきます。

（４）議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接

続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の

場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になり

ますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

３．機関投資家の皆様へ

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、
㈱ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用
を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における議決権行使の方法と
して、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以上
システム等に関するお問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

電話 ０１２０－１７３－０２７（受付時間9:00～21:00 通話料無料）
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（ 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

１．企業集団の現況
（1）当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

〔当連結会計年度の経営成績〕
（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2017年４月１日

至　2018年３月31日）

当連結会計年度

（自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

増減
増減率
（％）

営 業 収 入 47,283 55,166 7,882 16.7

営 業 利 益 3,342 4,479 1,137 34.0

経 常 利 益 3,237 4,611 1,373 42.4

親会社株主
に帰属する
当期純利益

1,887 4,442 2,555 135.4

〔経済状況〕

当連結会計年度のわが国経済は、政府の各種経済政策などにより、企業収

益や雇用、所得環境の改善傾向が続くなど緩やかな回復基調が継続いたしま

した。しかしながら、中国経済減速の影響により輸出や生産の一部に弱さが

みられるなど、今後も通商問題の動向、金融資本市場の変動などに留意すべ

き状況が続いております。

〔業界動向〕

当社グループが属するエンターテインメント業界の市場環境ですが、コン

サート市場は一般社団法人日本コンサートプロモーターズ協会正会員68社の

2018年度（2018年１月-12月）総入場者数が4,862万人（前年同期比1.7％増）、

総売上は3,448億２千３百万円（前年同期比3.7％増）と、堅調に推移してお

ります。

音楽業界では、2018年（１月-12月）の音楽ソフト総生産額が2,403億円（前

年同期比４％増）、有料音楽配信売上は645億円（前年同期比13％増）、合計

金額は3,048億円（前年同期比５％増）となっております（2018年１月-12月 

一般社団法人日本レコード協会）。
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邦画・洋画の映像関連市場では公開本数が昨年から微増し1,192本で、映画

館スクリーン数は昨年に引き続き調査開始以来 高の3,561館となった一方、

2018年（１月-12月）の興行収入は2,225億１千万円（前年同期比２％減）と

なりました。一方、ビデオソフト市場では、2018年（１月-12月）の総売上が

1,780億８千万円（前年同期比６％減）、ブルーレイでのレンタル・個人向け

販売用売上は前年同期比で微減し、ＤＶＤビデオは引き続き大幅に減少して

おり総売上は減少となりました（2018年１月-12月 一般社団法人日本映像ソ

フト協会）。

テーマパーク市場では、総売上（2018年１月-12月 経済産業省特定サービ

ス産業動態統計）は7,113億円（前年同期比４％増）と引き続き増加傾向とな

りました。また年間動員数（2018年１月-12月 経済産業省特定サービス産業

動態統計）は、7,930万人（前年同期比１％増）とほぼ横ばいながらも微増と

なりました。

〔当社グループの事業概況〕

当社グループの経営成績は営業収入551億６千６百万円（前年同期比16.7％

増）、営業利益44億７千９百万円（前年同期比34.0％増）、経常利益46億１

千１百万円（前年同期比42.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益44億

４千２百万円（前年同期比135.4％増）となりました。大型コンサートツアー

の増加によるイベント収入及び関連グッズ収入が好調であり増収となりまし

た。利益に関しましては、増収要因に加え販売費及び一般管理費の減少、持

分法投資損益の改善、固定資産売却益など特別利益の計上により大幅な増益

となりました。

＜営業収入＞

・ イベント収入（大型コンサートツアー）が増加

・ 商品売上収入（コンサートグッズ、音楽パッケージ）が増加

・ ファンクラブ会員収入が増加

・ 印税収入（新譜・旧譜）が増加

上記要因などにより増収となりました。

＜営業利益＞

・ 増収に伴う増益に加え、販売費及び一般管理費の減少により増益となりま

した。
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＜経常利益＞

・ 持分法投資損益の改善により増益となりました。

＜親会社株主に帰属する当期純利益＞

・ 固定資産売却益など特別利益の計上により大幅な増益となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

（営業収入）
（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2017年４月１日

至　2018年３月31日）

当連結会計年度

（自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

増減
増減率
（％）

ア ー テ ィ ス ト
マネージメント事業

40,969 48,838 7,869 19.2

メ デ ィ ア
ビ ジ ュ ア ル 事 業

1,479 1,108 △371 △25.1

コ ン テ ン ツ 事 業 2,561 2,992 430 16.8

プ レ イ ス
マネージメント事業

2,272 2,226 △46 △2.0

合 計 47,283 55,166 7,882 16.7

（セグメント利益又は損失（△））
（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2017年４月１日

至　2018年３月31日）

当連結会計年度

（自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

増減
増減率
（％）

ア ー テ ィ ス ト
マネージメント事業

3,572 4,440 868 24.3

メ デ ィ ア
ビ ジ ュ ア ル 事 業

△93 △23 69 －

コ ン テ ン ツ 事 業 921 1,086 165 18.0

プ レ イ ス
マネージメント事業

△70 △185 △115 －

調 整 額 △986 △837 149 －

合 計 3,342 4,479 1,137 34.0
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〔アーティストマネージメント事業〕

営業収入488億３千８百万円（前年同期比19.2％増）、セグメント利益44億

４千万円（前年同期比24.3％増）となり、増収増益となりました。

[主な事業]

・ イベント収入：＜コンサート＞

福山雅治、星野源、ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ、

ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ、ポルノグラフィティ、

Ｐｅｒｆｕｍｅ、ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ、高橋優のコンサート

ツアー

＜舞台・公演＞

地球ゴージャス「ＺＥＲＯＴＯＰＩＡ」、

熱海五郎一座「船上のカナリアは陽気な不協和音」

・ 商品売上収入：コンサートグッズ

ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ、福山雅治、ＢＡＢＹＭＥＴＡＬの音

楽パッケージ

・ ファンクラブ収入：サザンオールスターズ、福山雅治、星野源、

ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ、ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ

・ 印税収入（新譜）：サザンオールスターズ（アルバムＣＤ）、

星野源（アルバムＣＤ）

・ 出演収入・ＣＭ収入：大泉洋、福山雅治、吉高由里子、神木隆之介、

サザンオールスターズ、佐藤健など

＜営業収入＞

・ イベント収入（大型コンサート公演数、規模など）が増加

（前年同期は桑田佳祐、星野源、ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ、福山雅治、

ポルノグラフィティ、ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ、Ｐｅｒｆｕｍｅ、高橋優のコン

サートなど）

・ 商品売上収入（コンサートグッズ、音楽パッケージ）が増加

（前年同期よりイベント増加による関連グッズ増加、音楽パッケージ大型作

品増加）

・ ファンクラブ収入（サザンオールスターズ）が増加

・ 印税収入（新譜）（サザンオールスターズ、星野源）が増加

上記要因などにより増収となりました。
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＜セグメント利益＞

増収要因により増益となりました。

〔メディアビジュアル事業〕

営業収入11億８百万円（前年同期比25.1％減）、セグメント損失２千３百万

円（前年同期は９千３百万円のセグメント損失）となり、減収増益となりまし

た。

[主な事業]

・ 映像作品販売収入：ＴＥＡＭ ＮＡＣＳ舞台「ＰＡＲＡＭＵＳＨＩＲ」、

大泉洋主演映画「探偵はＢＡＲにいる３」

などのＤＶＤ販売収入

・ 映像製作収入：佐藤健主演映画「８年越しの花嫁」、「億男」、

神木隆之介主演映画「フォルトゥナの瞳」

などの劇場配給分配収入

・ 番組制作収入：映画「ギャングース」制作受託など

＜営業収入＞

・ 映像作品販売収入が減少

（前年同期は福山雅治主演映画「三度目の殺人」、星野源主演ドラマ「プラ

ージュ」などのＤＶＤ販売収入）

・ 映像製作収入が減少

（前年同期は「三度目の殺人」などの配給・ＤＶＤ分配収入）

上記要因などにより減収となりました。

＜セグメント利益＞

・ 音楽パッケージ販売手数料（主にＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ関連）が好調であり

増益となりました。

〔コンテンツ事業〕

営業収入29億９千２百万円（前年同期比16.8％増）、セグメント利益10億８

千６百万円（前年同期比18.0％増）となり、増収増益となりました。

[主な事業]

・ サザンオールスターズ、福山雅治、ＢＥＧＩＮ、ポルノグラフィティ、Ｐ

ｅｒｆｕｍｅ、ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ、ＢＡＢＹＭＥＴＡＬなどによる旧

譜楽曲の販売及び旧譜楽曲の二次使用
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＜営業収入＞

・ 著作権印税の増加などにより増収となりました。

＜セグメント利益＞

増収要因により増益となりました。

〔プレイスマネージメント事業〕

営業収入22億２千６百万円（前年同期比2.0％減）、セグメント損失１億８

千５百万円（前年同期は７千万円のセグメント損失）となりました。

[主な事業]

・ 東京ワンピースタワー、アミューズミュージアムの入場料収入、グッズ販

売収入

・ ベルギービール等の飲食店収入

＜営業収入＞

・ 東京ワンピースタワーのフォト・グリーティングなどのパーク内イベント

収入が低調であったことなどにより、減収となりました。

＜セグメント利益＞

・ 減収要因により減益となりました。

②　設備投資の状況

当連結会計年度において実施した企業集団の設備投資額は12億６千４百

万円であり、その主なものは当社本社オフィスのリニューアルに伴う内装

工事及び事務所備品等であります。

③　資金調達の状況

特記すべき事項はありません。
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(2）直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　　分
第38期

2016年３月期
第39期

2017年３月期
第40期

2018年３月期

第41期
(当連結会計年度)
2019年３月期

営 業 収 入 （百万円） 48,924 50,647 47,283 55,166

経 常 利 益 （百万円） 5,855 5,233 3,237 4,611

親 会 社 株 主
に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

（百万円） 3,543 2,023 1,887 4,442

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

（円） 205円29銭 117円24銭 109円29銭 256円95銭

総 資 産 （百万円） 35,848 38,206 39,076 45,599

純 資 産 （百万円） 24,223 25,102 26,604 30,445

１ 株 当 た り
純 資 産 額

（円） 1,291円93銭 1,366円09銭 1,448円00銭 1,668円99銭

(注) １．2016年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割

を実施しております。第38期（2016年３月期）の期首に当該株式分割

が実施されたと仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産

額を算定しております。

２．「１株当たり当期純利益」の算定上、「役員報酬ＢＩＰ信託」及び「株

式付与ＥＳＯＰ信託」が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算

において控除する自己株式に含めております（2018年３月期289,226

株、2019年３月期267,278株）。

３．「１株当たり純資産額」の算定上、「役員報酬ＢＩＰ信託」及び「株

式付与ＥＳＯＰ信託」が保有する当社株式を、期末発行済株式総数か

ら控除する自己株式に含めております（2018年３月期281,180株、2019

年３月期256,090株）。
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(3）重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 な 事 業 の 内 容

タイシタレーベルミュージック株式会社 90百万円 60.0％
サザンオールスターズ関連の楽
曲配信、ライセンス管理、新規
ビジネス等

株式会社Ａ－Ｓｋｅｔｃｈ 450百万円 66.0％
楽曲配信及びレコード制作、楽
曲管理、アーティストマネージ
メント等

株式会社ＴＯＫＹＯ ＦＡＮＴＡＳＹ 150百万円 51.0％
ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩマ
ネージメント事業全般

株式会社アミューズクエスト 90百万円 100.0％
ロケーションビジネス及びイン
バウンドビジネスの企画・開発・
運営等

Amusequest Tokyo Tower
有 限 責 任 事 業 組 合

3,000百万円
54.7％
(54.7％)

「東京ワンピースタワー」の企
画・制作及び興行

株式会社インターグルーヴプロダクションズ 90百万円 100.0％
国内外におけるライブ・イベン
トに関わる業務

ブ ラ ッ セ ル ズ 株 式 会 社 60百万円 100.0％
ベルギービール等の飲食店の展
開、輸入及び卸売販売業等

株 式 会 社 希 船 工 房 40百万円 60.0％
アーティストグッズ事業、アパ
レルブランド事業

株 式 会 社 Ｆ Ｒ Ｉ Ｅ Ｎ Ｄ Ｓ 10百万円
60.0％
(60.0％)

アパレル事業、ＭＵＶＥＩＬ（レ
ディースブランド）の企画・製
造・販売

株 式 会 社 Ｃ Ｏ Ｍ Ｉ Ｔ Ａ Ｓ 30百万円
60.0％
(60.0％)

アパレル事業、junhashimoto（メ
ンズブランド）の企画・製造・
販売

株 式 会 社 a r o u n d s 15百万円
60.0％
(60.0％)

アパレル事業、agris（レディー
スブランド）の企画・製造・販
売
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会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 な 事 業 の 内 容

株 式 会 社 ラ イ ブ ・ イ ン デ ッ ク ス 10百万円 66.0％

グッズ製作・会場販売、ファン
クラブ運営・管理、郵便物発送、
チケット/会場ソリューション
等

Ｋ ｉ ｒ ｅ ｉ  Ｉ ｎ ｃ ． 305千ＵＳドル 100.0％ 音楽著作権の管理等

AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE PTE.LTD. 2,443千シンガポールドル 100.0％

アーティストのアジア地域展開
の支援、ライブイベント開催、
ブッキング、現地エンターテイ
ンメント作品への出資、アーテ
ィスト養成等

A m u s e  G r o u p  U S A ,  I n c . 6,300千ＵＳドル 100.0％

海外音楽事業全般、日本のコン
テンツを中心としたＴＶ/映画
への出資・企画・製作、ライブ
イベント制作、現地アーティス
ト発掘など北米を中心に事業展
開

A m u s e  K o r e a  I n c . 30億5千万ウォン 100.0％
アーティストの発掘・育成及び
海外市場の調査開拓等

Ｃ Ｒ Ｏ Ｏ Ｎ Ｅ Ｒ  Ｐ Ｔ Ｅ .Ｌ Ｔ Ｄ． 10万ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ
100.0％
(100.0％)

マーケティング戦略立案、コミ
ュニケーションプランニング、
広告制作、イベント企画・制作、
コンテンツ販売

A M U S E  F R A N C E  S . A . S . 36万ユーロ 100.0％

アーティストの欧州地域展開の
支援、今後の欧州地域展開に向
けての事業開発、各種営業、マ
ーケットの情報収集及び情報発
信等

A m u s e L a n t i s  E u r o p e  S . A . S . 76万ユーロ 51.0％
欧州市場におけるアニメ、アニ
ソン関連のライブイベント及び
物販事業会社

雅 慕 斯 娯 樂 股 份 有 限 公 司 9,000万台湾ドル 100.0％

アーティストマネージメント事
業、ライブ・イベント・展覧会
の開催、ドラマ・映画の企画出
資、ＰＲ事業、グッズ販売、eコ
マース事業、広告代理事業等

A m u s e  H o n g  K o n g  L i m i t e d 2,550万香港ドル 100.0％

所属アーティストのアジア地域
展開の支援、ライブイベント開
催、アーティストマネージメン
ト、楽曲製作等

艾米斯媒（上海）有限公司 1,634万人民元 100.0％

Live企画制作・映像企画制作・
ＥＣ事業・イベント/広告ブッキ
ング業務・現地アーティスト開
発等

 (注) １．㈱アミューズエデュテインメントにつきましては、2019年３月１日付で当社に吸収合
併しております。また、㈱ＴＲＡＮＳＰＬＵＳにつきましては、2018年12月１日付で
㈱希船工房に吸収合併しております。

２．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
３．当連結会計年度末日において特定完全子会社はありません。
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③　その他の重要な企業結合の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 な 事 業 の 内 容

株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン 499百万円 37.0％
エンターテインメントライブ・
映画・ドラマ作品等収録物の企
画・製作・配給・宣伝

株 式 会 社 テ イ パ ー ズ 199百万円 40.1％

グッズ製作・会場販売、ファン
クラブ運営・管理、郵便物発
送、チケット会場ソリューショ
ン等

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ  Ｔ Ｉ Ｃ Ｋ Ｅ Ｔ 株 式 会 社 350百万円 43.5％
日本国内における電子チケッ
トの販売

（注）株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン、株式会社テイパーズ、ＬＩＮＥ ＴＩＣＫ

ＥＴ株式会社は当社の持分法適用関連会社であります。
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(4）対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、当社グループを取り巻く事業環境は、内外

の諸情勢からみまして、厳しい状況が続くことが予想されます。

このような経営環境に対し、当社は次のような継続的並びに新たな課題に

取り組むことにより事業規模の拡大や、収益基盤の向上を図ってまいります。

①　アーティストの発掘・拡充・能力開発

当社グループにとってアーティストマネージメントは も強みのある分

野です。積極的・継続的な新人アーティストの発掘・育成を行うとともに、

様々な活動領域をもつアーティストの拡充、アーティストの新たな才能を

開花させる能力開発は、引き続き当社グループの 大の課題です。

②　エンターテインメントコンテンツの開発

インターネット、通信・放送等メディア及び端末の急速な進化、多様化

によりエンターテインメントの需要が高まると同時に新たな楽しみ方の提

案が求められています。また、ここ 近のソーシャルメディアの台頭によ

る人々のコミュニケーションの変化などにより、メディアの選択やマーケ

ティング戦略が非常に複雑化しています。こうした環境の変化に対応した

エンターテインメントを開発し、効果的なプロモーションを展開していく

ことが重要な要素になっています。当社ではアーティストマネージメント

の強みを 大限に活かし、アーティストを中心に、新しいメディアやコミ

ュニケーションに適応したエンターテインメントを開発していくことが課

題となります。

③　市場・流通チャネルへの対応

流通インフラやインターネット環境の進展等により、アーティストが創

作する楽曲や権利保有をする楽曲、映画やライブ中継などの映像作品等を

直接消費者に届けることができるようになっています。

そのような中、アスマートに代表されるように当社グループがアーティ

ストグッズ・音楽作品・映像作品・関連書籍などを直接ユーザーにお届け

できる機会も年々飛躍的に高まっています。

当社グループは、エンターテインメント企業として流通チャネルの環境

変化に強い立ち位置を 大限に活用しながら、アーティストが生みだす

様々なプロダクツを適切な形態・適切な価格でより便利に、直接ユーザー

にお届けできるような流通チャネルを柔軟に確保することが課題となって

おりますと同時に、そのプロダクツ自体を他社アーティスト等へと広げる

ことで、収益源の多様化・利益率を向上させる必要性があります。
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また、日本国内の人口の減少、アジア経済圏の拡大と、音楽市場のみな

らず、当社グループを取り巻くエンターテインメント市場は、大きく変化

しています。このような変化の中で事業ポートフォリオの多様化を目的に、

ＧＬＯＢＡＬ　ＥＤＵＣＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社へ出

資をするなど、積極的に新規事業に取り組んでおります。

毎年の訪日外国人増加は引き続き堅調に推移しており、昨年は3,000万人

を超えるなど、2020年の東京オリンピックまでに、海外における日本文化

への関心がますます高まる見込みです。これらの市場環境の中長期的変化

を見ながら、新しいエンターテインメントを開発するのみならず、アウト

バウンド・インバウンドの双方向を見据えた海外市場の開拓をすることが、

当社グループの大きな課題となっています。

④　人材育成の強化

以上のような課題に対応していくのは、当社グループの人材です。当社

では、音楽・映像・舞台等様々なエンターテインメント領域で事業を行っ

ており、その多様性が一つの特徴となっております。

昨今では、エンターテインメントの市場が海外へ拡大していることも踏

まえ、様々な事業領域のみならず、多様な市場における業務経験を幅広く

積ませることで、環境の変化に柔軟に対応できる人員を育成しております。

引き続き定期・不定期採用を通じて、エンターテインメント業界のみな

らず、業界を取り巻くビジネス環境へも適応でき、今後の企業価値向上に

必要な人材の確保を行うとともに、人事異動・各種研修を通じて優秀な人

材を育てることが継続的な課題となっています。

また、優秀な人材により長く働いてもらうために、労働環境含め働きや

すい企業として内外から認識してもらえるよう、制度や風土を継続的に見

直していくことが重要であると考えております。

近年、当社グループを取り巻く事業環境はますます変化の激しいものと

なっております。より一層社会的使命と責任を自覚し、迅速かつ明確な意

思決定や法令遵守の徹底を行い、株主の皆様をはじめとする当社グループ

のステークホルダーの権利・立場を尊重することで、企業価値の向上に努

めてまいります。

そして、当社グループの総合力を引き続き高めるよう努力すると同時に、

これからも国内外で良質なエンターテインメントを創作し、より多くの

方々へ感動をお届けしたいと考えております。

株主の皆様には、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い

申しあげます。
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(5）主要な事業内容（2019年３月31日現在）

当社の企業集団は、総合エンターテインメント企業である当社を中心とし

て、子会社28社及び関連会社11社により構成されております。

グループ展開により、単なるプロダクションの枠組みを超えて、グループ

全体の事業の核を「コンテンツビジネス」におき、文化を創造する総合エン

ターテインメント集団としての企業基盤の強化を図っております。

なお、当連結会計年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）におけ

る連結子会社は25社となっております。

事 業 区 分 主 要 事 業 内 容
当期営業
収入比率
（％）

ア ー テ ィ ス ト

マネージメント事業

イベント収入
（コンサート・イベント・舞台等の興行及び制作収入）
ファンクラブ・商品売上収入
（アーティストグッズ等の企画・制作・販売収入、音
楽作品の発売による収入、ファンクラブ会費収入）
出演収入・ＣＭ収入
印税収入（新譜）
（初回収益計上日より１年以内分）

87.4

メ デ ィ ア

ビ ジ ュ ア ル 事 業

映像作品販売収入
映像製作収入
番組制作収入

2.5

コ ン テ ン ツ 事 業
音楽・映像収入（旧譜）
（音楽は初回収益計上日より１年超経過分、映像は同
２年超経過分）

6.0

プ レ イ ス

マネージメント事業

入場料収入（テーマパークの運営収入）
その他収入（各種グッズの企画・制作・販売収入、飲
食店収入等）

4.1
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(6）主要な事業所（2019年３月31日現在）

会 社 名 事 業 所 所 在 地

当 社
本 社 東 京 都 渋 谷 区

レコーディングスタジオ 東 京 都 世 田 谷 区

タイシタレーベルミュージック㈱（子会社） 本 社 東 京 都 渋 谷 区

㈱ Ａ － Ｓ ｋ ｅ ｔ ｃ ｈ （ 子 会 社 ） 本 社 東 京 都 渋 谷 区

㈱ＴＯＫＹＯ ＦＡＮＴＡＳＹ（子会社） 本 社 東 京 都 渋 谷 区

㈱ ア ミ ュ ー ズ ク エ ス ト （ 子 会 社 ） 本 社 東 京 都 渋 谷 区

A m u s e q u e s t  T o k y o  T o w e r
有 限 責 任 事 業 組 合 （ 子 会 社 ）

本 社 東 京 都 港 区

㈱インターグルーヴプロダクションズ（子会社） 本 社 東 京 都 渋 谷 区

ブ ラ ッ セ ル ズ ㈱ （ 子 会 社 ） 本 社 東 京 都 千 代 田 区

㈱ 希 船 工 房 （ 子 会 社 ） 本 社 東 京 都 渋 谷 区

㈱ Ｆ Ｒ Ｉ Ｅ Ｎ Ｄ Ｓ （ 子 会 社 ） 本 社 東 京 都 渋 谷 区

㈱ Ｃ Ｏ Ｍ Ｉ Ｔ Ａ Ｓ （ 子 会 社 ） 本 社 東 京 都 渋 谷 区

㈱ a r o u n d s （ 子 会 社 ） 本 社 東 京 都 渋 谷 区

㈱ライブ・インデックス（子会社） 本 社 東 京 都 渋 谷 区

Ｋ ｉ ｒ ｅ ｉ  Ｉ ｎ ｃ ． （ 子 会 社 ） 本 社
米 国
（カリフォルニア州）

AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE PTE.LTD.（子会社） 本 社 シ ン ガ ポ ー ル

A m u s e  G r o u p  U S A ,  I n c . （ 子 会 社 ） 本 社
米 国
（カリフォルニア州）

A m u s e  K o r e a  I n c . （ 子 会 社 ） 本 社
韓 国
（ ソ ウ ル ）

ＣＲＯＯＮＥＲ ＰＴＥ.ＬＴＤ．（子会社） 本 社 シ ン ガ ポ ー ル
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会 社 名 事 業 所 所 在 地

AM U S E  F R A N C E  S . A . S .（子会社） 本 社
フ ラ ン ス
（ パ リ ）

AmuseLantis Europe S.A.S.（子会社） 本 社
フ ラ ン ス
（ パ リ ）

雅慕斯娯樂股份有限公司（子会社） 本 社
台 湾
（ 台 北 ）

Amuse Hong Kong Limited（子会社） 本 社 香 港

艾米斯媒（上海）有限公司（子会社） 本 社
中 国
（ 上 海 ）

(7）使用人の状況（2019年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

477（387）名 43名増（19名減）

 (注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記

載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

315（115）名 35名増（10名減） 37.70歳 9.24年

 (注) １.使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で

記載しております。

２.使用人数が前事業年度末と比べて35名増加しておりますが、その主な理由としまして

は、雇用形態の変更及び新規採用の増加などによるものです。

(8）主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）

該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1）株式の状況（2019年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 74,494,080株

②　発行済株式の総数 18,623,520株

③　株主数 14,671名

④　大株主(上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 オ オ サ ト 4,670,200株 26.60％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託
銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

1,529,600 8.71

ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ＆ＣＯ．ＲＥＧ
（常 任 代 理 人　ゴ ー ル ド マ ン ・ サ
ッ ク ス 証 券 株 式 会 社 ）

482,800 2.75

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡ
ＴＩＯＮＡＬ（常 任 代 理 人　ゴ ー ル 
ド マ ン ・ サックス証券株式会社）

475,744 2.71

大 里 洋 吉 451,060 2.57

ア ミ ュ ー ズ ア ー テ ィ ス ト 持 株 会 438,940 2.50

大 　 里 　 久 仁 子 437,220 2.49

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託
銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

411,800 2.35

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社 （ 信 託 口 9 ）

331,400 1.89

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 259,200 1.48

 (注) １．当社は自己株式を1,065,429株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

なお、自己株式数1,065,429株には、「役員報酬ＢＩＰ信託」が保有する当社株式146,620

株及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」が保有する当社株式109,470株は含まれておりません。

２．持株比率は自己株式（1,065,429株）を控除して計算しております。
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(2）新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

該当事項はありません。

③　その他の新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。
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(3）会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2019年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長 大 里 洋 吉
株式会社アミューズクエスト代表取締役会長
株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン
代表取締役相談役

取締役 副会長執行役員 
社 長 代 行

柴　　　洋二郎

代表取締役 社長執行役員 畠 中 達 郎
Amuse Group USA,Inc. President
AMUSE FRANCE S.A.S. President
AmuseLantis Europe S.A.S. President

取締役 専務執行役員 市　毛　るみ子

取締役 専務執行役員 相 馬 信 之
株式会社Ａ－Ｓｋｅｔｃｈ代表取締役社長
株式会社ＴＯＫＹＯ　ＦＡＮＴＡＳＹ
代表取締役社長

取締役 常務執行役員 齊 藤 直 人

取 締 役 増 田 宗 昭
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
代表取締役社長 兼 ＣＥＯ
（注）１．５．６

取 締 役 安 藤 隆 春 （注）１．５．６

常 勤 監 査 役 横 沢 宏 明 （注）６

監 査 役 石 川 順 道

石川法律事務所　所長
徳栄商事株式会社社外取締役
アルケア株式会社社外取締役
（注）２．３．５．６

監 査 役 大野木　　　猛

大野木公認会計士事務所　所長
青南監査法人　代表社員
株式会社自律制御システム研究所　社外監査役
日本再共済生活協同組合連合会　員外監事
（注）２．４．５．６

監 査 役 灰 原 芳 夫
灰原公認会計士事務所　所長
株式会社ヤマノホールディングス社外監査役
（注）２．４．５．６

(注)１．取締役増田宗昭氏及び取締役安藤隆春氏は社外取締役であります。
２．監査役石川順道氏、監査役大野木猛氏及び監査役灰原芳夫氏は、社外監査役でありま

す。
３．監査役石川順道氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を

有するものであります。
４．監査役大野木猛氏及び監査役灰原芳夫氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会

計に関する相当程度の知見を有するものであります。
５．当社は、取締役増田宗昭氏、取締役安藤隆春氏、監査役石川順道氏、監査役大野木猛

氏、監査役灰原芳夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引
所に届け出ております。
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６．責任限定契約の内容の概要
社外取締役であります増田宗昭氏、安藤隆春氏、常勤監査役であります横沢宏明氏、社
外監査役であります石川順道氏、大野木猛氏、灰原芳夫氏は、当社との間で会社法第427
条第１項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。その契約の概要は次のと
おりであります。

・社外取締役、常勤監査役、社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任
を負う場合は、会社法第425条第１項に規定する 低責任限度額を限度として、その責
任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役、常勤監査役、社外監査役が責任の
原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

７．当事業年度中の取締役の地位、担当及び重要な兼職の異動は次のとおりであります。

氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

柴　　　洋二郎 取締役 副会長執行役員
取締役 副会長執行役員
社 長 代 行

2019年２月13日

８．当事業年度末日後の取締役の地位、担当及び重要な兼職の異動は次のとおりであります。

氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

柴　　　洋二郎
取締役 副会長執行役員
社 長 代 行

代表取締役 社長執行役員 2019年４月1日

畠 中 達 郎 代表取締役 社長執行役員 取 締 役 2019年４月1日

②　取締役及び監査役の報酬等の総額

当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報酬等の総額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

８名
（２名）

279,670千円
（12,900千円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

４名
（３名）

25,440千円
（14,190千円）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

12名
（５名）

305,110千円
（27,090千円）

 
（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ

ん。

２．2016年６月26日開催の第38期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額500

百万円以内（うち、社外取締役分40百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）

と決議いただいております。また、同株主総会において、社外取締役及び国外居住者

を除く取締役に対して、連続する３事業年度（当初は2017年３月31日で終了する事業

年度から2019年３月31日で終了する事業年度までの３事業年度とし、以降の各３事業

年度とする。）を対象期間とし、対象期間ごとに合計450百万円を上限とする金銭を

拠出し、信託期間３年の信託により取得する株式報酬を決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、2001年６月27日開催の第23期定時株主総会において、年額70

百万円以内と決議いただいております。

４．上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。

当事業年度における役員賞与引当金の繰入額34,935千円（社外取締役を除く取締役６

名に対し33,935千円、常勤監査役に1,000千円）、役員株式給付引当金の繰入額18,941

千円（社外取締役を除く取締役６名）。
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③　社外役員に関する事項（2019年３月31日現在）

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び兼職先と当社との関係

・取締役増田宗昭氏はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代
表取締役社長兼ＣＥＯを兼務しております。なお、当社はカルチュ
ア・コンビニエンス・クラブ株式会社との間で商品取引契約等を締結
し取引を行っております。

・監査役石川順道氏は石川法律事務所所長、徳栄商事株式会社社外取締
役、アルケア株式会社社外取締役を兼務しております。なお、当社は
当該記載の各兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役大野木猛氏は大野木公認会計士事務所所長、青南監査法人代表
社員、株式会社自律制御システム研究所社外監査役、日本再共済生活
協同組合連合会員外監事を兼務しております。なお、当社は当該記載
の各兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役灰原芳夫氏は灰原公認会計士事務所所長、株式会社ヤマノホー
ルディングス社外監査役を兼務しております。なお、当社は当該記載
の各兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（13回開催） 監査役会（13回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 増 田 宗 昭 11回 85％ －回 －％

取 締 役 安 藤 隆 春 11 85 － －

監 査 役 石 川 順 道 13 100 13 100

監 査 役 大野木　　　猛 13 100 13 100

監 査 役 灰 原 芳 夫 13 100 13 100

・取締役会及び監査役会における発言状況
取締役増田宗昭氏はデジタルメディア・コンテンツビジネス等を含む
エンターテインメントビジネスに精通し会社経営の経験も豊富であり、
事業と経営の両面において様々な観点からの助言を行っております。
取締役安藤隆春氏は警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験
と幅広い見識を有しており、コーポレートガバナンス、特にコンプラ
イアンスに関する専門的見地からの助言を行っております。
監査役石川順道氏は主に弁護士としての専門的見地から、監査役大野
木猛氏、監査役灰原芳夫氏は主に公認会計士としての専門的見地から
の発言を行っております。
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(4）会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　　ＥＹ新日本有限責任監査法人

(注) 当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、2018年７月１日をもって、

ＥＹ新日本有限責任監査法人に名称を変更しております。

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額 32,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

32,000千円

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と

金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分してお

らず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人

に対する報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況

及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な

検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を

いたしました。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又不再任に

関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当される

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた

します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集され

る株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたし

ます。
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(5）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

当社及び当社グループ会社（子会社及び関連会社を指す。以下同じ。）の

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。（2019年３

月31日現在）

①　当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び

定款に適合することを確保するための体制

1）法令等の遵守体制に係る各種関連規程を制定し、その徹底を図るため、

コーポレートガバナンス委員会を設け、同委員会を中心に、法令等の遵

守に向けての全社的な取り組みを行う。

2）全ての役員及び使用人に適用される倫理規程を制定し、その周知徹底を

図る。

3）反社会的勢力との関係を遮断するために、警察、弁護士等の外部機関と

の連携強化を図るとともに、それらの不当要求につながる手口とその対

策をマニュアル等で示し周知する。

4）コーポレートガバナンス委員会内に法令違反行為等を匿名で通報できる

社内通報窓口を設置し、その周知に努める。社内通報制度においては、

弁護士等の社外専門家への通報経路を確保することによりその利用を

促進し、不正等の早期発見と是正に努める。

5）当社及び当社グループ会社の内部監査を行う社長直轄の内部監査部門を

置き、コーポレートガバナンス委員会と連携の上、コンプライアンスの

状況を監査する。これらの活動は定期的に社長及び監査役会に報告さ

れるものとする。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社及び当社グループ会社の稟議書、契約書、議事録、通知、業務連絡、

伝票、帳簿その他会社が業務に必要と認めた書類（以下「文書等」という。）

については、文書管理規程に従い、適切に管理、保存する。取締役及び監

査役は、文書等を常時閲覧できることとする。

③　当社及び当社グループ会社の損失の危険管理に関する規程その他の体制

1）当社及び当社グループ会社が現時点で抱えるリスク及び将来抱えるリス

クをコーポレートガバナンス委員会の継続的な審議対象とし、リスク管

理についての全社的な取り組みを横断的に統括する。

2）各事業部門所管の業務に伴うリスクについては、事業部門ごとに対応す

ることとし、全社的な対応が必要なリスクについては、総務所管部署が
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中心となって対応する。

3）総務所管部署は、日頃から、組織横断的にリスク状況の監視を行う。

④　当社及び当社グループ会社の取締役の職務執行が効率的に行われること

を確保するための体制

1）職務権限規程その他関連規程により、各取締役及び各組織の権限分配を

明確化し、効率的な業務執行体制を確保する。

2）取締役会の構成員は、知識、経験、能力がバランスよく構成され多様性

のある取締役会とし、議論が実質的になされる体制を取っている。

3）取締役が職責を十分に果たすと同時に、職務遂行上必要となる法令知

識、エンターテインメント業界を含む広範囲の動向の理解・専門知識や

スキルの習得を推奨し、社内規程に基づき会社での費用負担とする。

4）当社及び当社グループ会社の取締役会は定時取締役会及び随時開催され

る臨時取締役会にて経営の重要課題及び個別案件の決議を適時行うも

のとする。

5）取締役会とは別に常務執行役員以上（取締役を兼務する者を含む）で構

成される常務会を設置し、月に２回程度開催する。常務会では業務執行

に関する個々の重要プロジェクトに加え、社内の広範な課題の協議を行

い、迅速な経営判断を行うとともに取締役間の業務の有機的連動を図

る。

6）毎期首に事業部門ごとに予算を策定するとともに、毎月の取締役会にお

ける業績の状況の報告を義務づけることで、目標達成度を正確に把握

し、業務の更なる効率化を図る。

7）執行役員に一部子会社取締役等を加えたグループ経営会議を四半期に１

度開催し、取締役会や常務会で決定した事項を共有することで取締役と

執行役員及び子会社との業務の有機的連動を図る。

8）当社におけるアーティストマネージメントの業務執行に関する事項を協

議することを目的とし、取締役とアーティストマネージメント所管の執

行役員とのマネージメント幹部会を月１度開催し、アーティストに関わ

るプロジェクト等の情報共有と有機的な連動を図る機会を持つ。

9）当社及び当社グループ会社は、業務執行上の責任を明確にするため、取

締役の任期を１年と定める。

10）執行役員制度を採用し、各執行役員に責任と権限を委譲し、経営の迅速

化と事業環境の変化に迅速に適応できる体制を確保する。
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⑤　当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保

するための体制

1）当社グループ会社における業務の適正を確保するため、関係会社管理規

程、職務権限規程を設け、重要事項については、当社の事前承認を得る

ことを義務づける。

2）当社グループ会社毎に担当執行役員又は経営企画所管部署員を決定し、

当社グループ会社の財政状況、経営成績及びその他の状況をグループ経

営会議において定期的に報告させる。

3）監査役及び内部監査室は、定期的に当社グループ会社に監査を実施する。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

監査役の職務を補助する組織を管理所管部署及び法務所管部署とし、

管理所管部署及び法務所管部署の所属員は、監査役からの命令に速やか

に対応することとする。

⑦　監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及

び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

1）監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人（以下「監査役補助

者」という。）は、当該業務に関して、取締役等の指揮命令を受けない

こととする。

2）監査役補助者に関する人事異動については、監査役会の意見を尊重する

ものとする。

3）取締役及び監査役補助者の所属部門の上長は、監査役補助者が監査役の

指示事項を実施するために必要な環境の整備を行う。

4）監査役補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をす

る権限を有するものとする。

⑧　当社の取締役及び使用人並びに当社グループ会社の取締役、監査役及び

使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための

体制その他の監査役への報告に関する体制

1）取締役と監査役との間の定期的な意見交換のための会議を設け、監査役

に対する報告体制を整備する。

2）当社の取締役及び使用人並びに当社グループ会社の取締役、監査役及び

使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、法定の報告事項に限ら

ず、当社及び当社グループ会社に重大な影響を及ぼすと思われる事実を

知った場合には速やかに当社の監査役に報告しなければならない。
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⑨　上記の報告をした者が当該報告したことを理由として不利な取り扱いを

受けないことを確保するための体制

1）上記の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いか

なる不利益な取り扱いをしてはならないものとし、その旨を周知徹底す

る。

2）また内部通報制度においても内部通報したことを理由として、いかなる

不利益な取り扱いをしてはならないものとし、その旨を周知徹底する。

⑩　監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制

監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払い又は償還等の請求

をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を

除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。

⑪　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1）監査役は、グループ経営会議等当社の重要な会議に出席できることとす

る。

2）取締役は経営上の重要項目については、監査役に対して適宜説明を行う

ものとする。

3）監査役は、会社に係る全ての文書を閲覧し、取締役に対して意見を求め

ることができるものとする。

⑫　財務報告の適正を確保するための体制

財務報告の適正を確保するための必要な内部統制を整備する。

⑬　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

1）取締役の職務執行の法令及び定款との適合を確保するため、取締役会を

月１回開催している。また、執行役員・一部子会社取締役等を加えたグ

ループ経営会議を四半期に１度開催し、取締役会や常務会で決定した事

項を共有することで取締役と執行役員及び子会社との業務が有機的に

連動している。

2）コンプライアンスに関する取り組みとして、コーポレートガバナンス委

員会内に法令違反行為を匿名で通報できる社内通報窓口を設置するほ

か、社内通報規程を定め、社内ポータルでいつでも閲覧可能にしてい

る。

3）リスク管理に関する取り組みとして、危機管理規程及び危機管理マニュ

アルを作成し、総務所管部署が日ごろから組織横断的にリスク状況を監

視している。
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4）監査役監査の実効性を確保するため、常勤監査役が四半期に１度グルー

プ経営会議に出席し、重要なプロジェクトの進行等を確認するほか、常

勤監査役は、代表取締役、社外監査役、内部監査部門との会合の場を定

期的に持ち、情報交換、意思疎通を図っている。

(6）会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関す

る基本方針については、特に定めておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2019年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び営業未収入金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

37,404,458

25,473,265

6,625,207

1,667,763

1,865,628

131,270

2,084,886

△443,564

8,194,968

2,585,080

1,118,319

856,597

29,513

580,650

507,854

163,342

344,511

5,102,034

2,928,140

981,934

1,395,663

△203,704

流 動 負 債 13,766,963

営 業 未 払 金 10,117,304

リ ー ス 債 務 16,453

未 払 法 人 税 等 1,383,424

役員賞与引当金 34,935

従業員株式給付引当金 2,835

返品調整引当金 14,300

ポイント引当金 24,027

そ の 他 2,173,684

固 定 負 債 1,386,856

リ ー ス 債 務 23,878

役員株式給付引当金 61,432

退職給付に係る負債 1,264,058

そ の 他 37,485

負 債 合 計 15,153,819

純 資 産 の 部

株 主 資 本 28,919,714

資 本 金 1,587,825

資 本 剰 余 金 2,072,202

利 益 剰 余 金 26,500,281

自 己 株 式 △1,240,594

その他の包括利益累計額 △42,865

その他有価証券評価差額金 34,906

為替換算調整勘定 △77,772

非支配株主持分 1,568,758

純 資 産 合 計 30,445,607

資 産 合 計 45,599,427 負 債 純 資 産 合 計 45,599,427

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（ 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 入 55,166,276

営 業 原 価 44,271,626

営 業 総 利 益 10,894,649

返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 12,660

差 引 営 業 総 利 益 10,881,989

販売費及び一般管理費 6,402,000

営 業 利 益 4,479,989

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,295

受 取 配 当 金 25,197

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 44,472

為 替 差 益 23,552

受 取 手 数 料 8,664

事 業 組 合 投 資 利 益 10,148

そ の 他 32,974 147,303

営 業 外 費 用

固 定 資 産 除 却 損 11,868

そ の 他 4,405 16,273

経 常 利 益 4,611,019

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,728,718

投 資 有 価 証 券 売 却 益 5,310 1,734,028

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,686

減 損 損 失 8,480 10,166

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,334,881

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,039,517

法 人 税 等 調 整 額 △152,522 1,886,994

当 期 純 利 益 4,447,886

非支配株主に帰属する当期純利益 5,005

親会社株主に帰属する当期純利益 4,442,880

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（ 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,587,825 2,096,355 22,628,045 △1,288,601 25,023,624

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △570,645 △570,645

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

4,442,880 4,442,880

自 己 株 式 の 取 得 △1,444 △1,444

自 己 株 式 の 処 分 84 49,450 49,535

連結子会社株式の取得による
持 分 の 増 減

△24,237 △24,237

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期 変 動 額(純 額)

当 期 変 動 額 合 計 － △24,152 3,872,235 48,006 3,896,089

当 期 末 残 高 1,587,825 2,072,202 26,500,281 △1,240,594 28,919,714

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 41,928 △48,016 △6,087 1,586,790 26,604,327

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △570,645

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

4,442,880

自 己 株 式 の 取 得 △1,444

自 己 株 式 の 処 分 49,535

連結子会社株式の取得による
持 分 の 増 減

△24,237

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期 変 動 額(純 額)

△7,022 △29,755 △36,777 △18,032 △54,810

当 期 変 動 額 合 計 △7,022 △29,755 △36,777 △18,032 3,841,279

当 期 末 残 高 34,906 △77,772 △42,865 1,568,758 30,445,607

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1）連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

イ．連結子会社の数……………………25社

ロ．主要な連結子会社の名称…………タイシタレーベルミュージック㈱

㈱Ａ－Ｓｋｅｔｃｈ

㈱ＴＯＫＹＯ ＦＡＮＴＡＳＹ

㈱アミューズクエスト

Amusequest Tokyo Tower有限責任事業組合

㈱インターグルーヴプロダクションズ

ブラッセルズ㈱

㈱希船工房

㈱ＦＲＩＥＮＤＳ

㈱ＣＯＭＩＴＡＳ

㈱ａｒｏｕｎｄｓ

㈱ライブ・インデックス

Ｋｉｒｅｉ Ｉｎｃ．

AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE PTE.LTD.

Amuse Group USA,Inc.

Amuse Korea Inc.

ＣＲＯＯＮＥＲ ＰＴＥ.ＬＴＤ．

AMUSE FRANCE S.A.S.

AmuseLantis Europe S.A.S.

雅慕斯娯樂股份有限公司

Amuse Hong Kong Limited

艾米斯媒（上海）有限公司

他３社

ハ．連結の範囲の変更…………………㈱アミューズエデュテインメントにつきましては、

2019年３月１日付で当社に吸収合併しております。

また、㈱ＴＲＡＮＳＰＬＵＳにつきましては、2018

年12月１日付で㈱希船工房に吸収合併しております。
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②　非連結子会社の状況

イ．非連結子会社の名称………………北京芸神演芸芸術制作有限公司

㈱ジェイフィール 他１社

ロ．連結の範囲から除いた理由………非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計

算書類に重要な影響を及ぼしていないためでありま

す。

(2）持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

イ．持分法適用会社の数………………４社

ロ．主要な会社の名称…………………㈱ライブ・ビューイング・ジャパン

㈱テイパーズ

ＬＩＮＥ ＴＩＣＫＥＴ㈱

他１社

②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

イ．主要な会社の名称…………………北京芸神演芸芸術制作有限公司 他９社

ロ．持分法を適用しない理由…………持分法を適用していない非連結子会社（北京芸神演

芸芸術制作有限公司 他）及び関連会社（上海芸神貿

易有限公司 他）は、それぞれ連結純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法の適用範囲から除外し

ております。

(3）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうちＫｉｒｅｉ Ｉｎｃ．、艾米斯媒（上海）有限公司の決算日は、12月31

日であります。連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書類を使用しており

ます。ただし、１月１日から連結決算日３月31日までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度の

末日と一致しております。

(4）会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの……………………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）によっております。

・時価のないもの……………………移動平均法による原価法によっております。

ロ．たな卸資産

(ｲ）商品及び原材料……………………主として総平均法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）によっております。
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(ﾛ）製品及び仕掛品……………………主として個別法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）によっております。

なお、映像作品については、営業収入（映画配給、

ビデオ・ＤＶＤ販売、ＴＶ番組販売収入等）ごとに

過去の販売実績を基礎とする販売見込額により原価

を区分し、その販売区分ごとの収益計上時に一括償

却する方法によっております。

(ﾊ）貯蔵品………………………………主として 終仕入原価法によっております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産………………………

（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は、建物については定額

法、それ以外の有形固定資産については定率法を採

用し、在外連結子会社は所在地国の会計基準に基づ

く定額法によっております。

ロ．無形固定資産………………………

（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

ハ．リース資産…………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金…………………………売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

の特定債権については個別に回収可能性を検討して、

回収不能見込額を計上しております。

ロ．役員賞与引当金……………………当社は役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年

度末における支給見込額を計上しております。

ハ．従業員株式給付引当金……………当社は、当社従業員に対する将来の当社株式の交付

に備えるため、株式付与ＥＳＯＰ信託の株式交付規

程に基づき、従業員に割り当てられたポイントに応

じた株式の交付見込額を計上しております。

二．返品調整引当金……………………当社及び一部の国内連結子会社は、返品による損失

に備えるため、将来の返品見込損失額のうち当連結

会計年度の負担額を計上しております。

ホ．ポイント引当金……………………当社は通信販売において顧客へ付与したポイントの

利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基

づき将来利用されると見込まれる額を計上しており

ます。

へ．役員株式給付引当金………………当社は、当社の取締役及び委任型執行役員に対する

将来の当社株式の交付に備えるため、役員報酬ＢＩ

Ｐ信託の株式交付規程に基づき、取締役及び委任型

執行役員に割り当てられたポイントに応じた株式の

交付見込額を計上しております。
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④　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社の決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

⑤　のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ．退職給付に係る会計処理の方法

(ｲ）退職給付見込額の期間帰属方法…………当社は、退職給付債務の算定にあたり、退職

給付見込額を当連結会計年度末までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準

によっております。

(ﾛ）数理計算上の差異の費用処理方法………当社は、数理計算上の差異について、各連結

会計年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により按分した額を、発生の翌連結会計

年度から費用処理することとしております。

(ﾊ）小規模企業等における簡便法の採用……一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及

び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法を用いた簡便法を適用しております。

ロ．消費税等の会計処理………………………税抜方式によっております。

（追加情報）

（退職給付債務の計算方法の変更）

　当社は、退職給付債務の計算方法について、前連結会計年度まで簡便法によっておりま

したが、対象従業員が300人を超えたため、当連結会計年度末より原則法に変更しており

ます。この変更に伴い、当連結会計年度末における退職給付に係る負債が213,735千円増

加し、退職給付費用として営業原価に173,366千円、販売費及び一般管理費に40,368千円

計上しております。

２．表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16

日）を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分

に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除

却損」は、金額的重要性が増したたため、当連結会計年度より独立掲記することとしまし

た。

　なお、前連結会計年度の「固定資産除却損」は11,761千円であります。
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３．連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,328,054千円

４．連結損益計算書に関する注記

減損損失

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

用 途 種 類 会 社 名 場 所
減 損 損 失
（ 千 円 ）

事業用資産
有形固定資産（その他）
無形固定資産（その他）

Amuse Group USA,Inc.
米国

（カリフォルニア州）
8,480

 (注) 当社グループは、連結子会社につきましては、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出

す 小の単位にて資産のグルーピングを行っております。

当社の連結子会社であるAmuse Group USA,Inc.が運営するアーティストマネージメント事

業用資産の一部につきまして、収益性の低下により回収可能価額が帳簿価額を下回ったこ

とから減損損失を認識しております。なお、回収可能価額は、使用価値によっており、将

来キャッシュ・フローの見積額がマイナスとなる見込となったことから、当該事業用資産

の帳簿価額の全額を減損損失として計上しております。

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1）発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 18,623,520株 －株 －株 18,623,520株

(2）自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 1,346,181株 480株 25,142株 1,321,519株

(注）１．当連結会計年度の期末自己株式数には、「役員報酬ＢＩＰ信託」が保有する当社株式

146,620株及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」が保有する当社株式109,470株が含まれてお

ります。

２．当連結会計年度増加株式480株は、単元未満株式の買取り等によるものであります。

３．当連結会計年度減少株式数25,142株は、「株式付与ＥＳＯＰ信託」の信託契約に基づ

く対象者への交付による減少株式数25,090株、単元未満株式の売渡等による減少株式

数52株によるものであります。
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(3）剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

イ．2018年６月24日開催の第40期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 219,481千円

・１株当たり配当額 12.5円

・基準日 2018年３月31日

・効力発生日 2018年６月25日

(注）配当金の総額には、「役員報酬ＢＩＰ信託」が保有する当社株式146,620株及び「株

式付与ＥＳＯＰ信託」が保有する当社株式134,560株に対する配当金3,514千円が含ま

れております。

ロ．2018年11月13日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 351,163千円

・１株当たり配当額 20.00円

・基準日 2018年９月30日

・効力発生日 2018年12月４日

(注）配当金の総額には、「役員報酬ＢＩＰ信託」が保有する当社株式146,620株及び「株

式付与ＥＳＯＰ信託」が保有する当社株式118,270株に対する配当金5,297千円が含ま

れております。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

2019年６月23日開催の第41期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 351,161千円

・１株当たり配当額 20.0円

・基準日 2019年３月31日

・効力発生日 2019年６月24日

(注）配当金の総額には、「役員報酬ＢＩＰ信託」が保有する当社株式146,620株及び「株

式付与ＥＳＯＰ信託」が保有する当社株式109,470株に対する配当5,121千円が含まれ

ております。
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６．金融商品に関する注記

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また資金調

達については銀行借入によることを基本方針としております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスク（取引先の契約不履行等

に係るリスク）に晒されております。

投資有価証券については、株式は市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である営業未払金はそのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスク

（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されております。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当社は、社内規程に従い、その発生から回収に至るまで取引先別に記録、整理するととも

に、主な取引先の信用状態を随時把握する体制としております。連結子会社についても、当

社の規程に準じて、同様の管理を行っております。

② 市場価格の変動リスクの管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、

市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 流動性リスクの管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するととも

に、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社について

も、同様の管理を行っております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた

め、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(5）金融商品の時価等に関する事項

2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のと

おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりま

せん（（注）２．参照）。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1)現金及び預金 25,473,265千円 25,473,265千円 －千円

(2)受取手形及び営業未収入金 6,625,207 6,625,207 －

(3)投資有価証券

その他有価証券 64,305 64,305 －

資産計 32,162,778 32,162,778 －

(1)営業未払金 10,117,304 10,117,304 －

負債計 10,117,304 10,117,304 －
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(注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（資産）

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び営業未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

（3）投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

（負債）

（1）営業未払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式等 2,863,835千円

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること

から、「資産（3）投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

預金 25,454,077千円 －千円 －千円 －千円

受取手形及び営業未収入金 6,625,207 － － －

合計 32,079,285 － － －

７．１株当たり情報に関する注記

(1）１株当たり純資産額 1,668円99銭

(2）１株当たり当期純利益 256円95銭

（注）１．「１株当たり純資産額」の算定上、「役員報酬ＢＩＰ信託」及び「株式付与ＥＳ

ＯＰ信託」が保有する当社株式を、期末発行済株式総数から控除する自己株式に

含めております。（当連結会計年度256,090株）

２．「１株当たり当期純利益」の算定上、「役員報酬ＢＩＰ信託」及び「株式付与Ｅ

ＳＯＰ信託」が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自

己株式に含めております。（当連結会計年度267,278株）
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貸　借　対　照　表

（2019年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

営 業 未 収 入 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社出資金

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

31,350,187

18,378,414

7,224,814

1,235,182

1,439,517

42,690

142,731

2,062,017

1,346,031

△521,213

9,287,127

1,919,108

797,205

135,503

591,648

14,687

380,062

327,384

322,249

5,135

7,040,634

1,190,819

3,199,571

166,715

2,907,721

1,234,977

929,692

△2,588,863

流 動 負 債 12,152,791
営 業 未 払 金 9,555,355
リ ー ス 債 務 9,420
未 払 金 1,029,899
未 払 費 用 84,764
未 払 法 人 税 等 1,124,270
前 受 金 172,088
役員賞与引当金 34,935
預 り 金 103,387
返品調整引当金 3,800
ポイント引当金 19,066
従業員株式給付引当金 2,835
そ の 他 12,967

固 定 負 債 1,335,896
リ ー ス 債 務 8,256
退職給付引当金 1,228,721
役員株式給付引当金 61,432
そ の 他 37,485

負 債 合 計 13,488,687
純 資 産 の 部

株 主 資 本 27,113,903
資 本 金 1,587,825
資 本 剰 余 金 2,080,242
資 本 準 備 金 1,694,890
その他資本剰余金 385,352

利 益 剰 余 金 24,686,431
利 益 準 備 金 4,033
その他利益剰余金 24,682,397
別 途 積 立 金 7,400,000
繰越利益剰余金 17,282,397

自 己 株 式 △1,240,594
評価・換算差額等 34,724

その他有価証券評価差額金 34,724

純 資 産 合 計 27,148,627
資 産 合 計 40,637,315 負 債 純 資 産 合 計 40,637,315

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（ 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 入 43,993,863

営 業 原 価 35,846,766

営 業 総 利 益 8,147,097

返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 3,000

差 引 営 業 総 利 益 8,144,097

販売費及び一般管理費 4,409,766

営 業 利 益 3,734,331

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 127,907

為 替 差 益 11,969

事 業 組 合 投 資 利 益 1,986

受 取 手 数 料 51,536

そ の 他 7,280 200,680

営 業 外 費 用

固 定 資 産 除 却 損 9,925

そ の 他 253 10,179

経 常 利 益 3,924,831

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,728,718

投 資 有 価 証 券 売 却 益 5,310

そ の 他 279 1,734,308

特 別 損 失

子 会 社 株 式 評 価 損 137,512

投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,686 139,198

税 引 前 当 期 純 利 益 5,519,941

法人税、住民税及び事業税 1,709,105

法 人 税 等 調 整 額 △13,989 1,695,116

当 期 純 利 益 3,824,824

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（ 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合　　　計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別　　途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,587,825 1,694,890 385,268 2,080,158 4,033 7,400,000 14,028,218 21,432,251

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △570,645 △570,645

当 期 純 利 益 3,824,824 3,824,824

自己株式の取得

自己株式の処分 84 84

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)

当期変動額合計 － － 84 84 － － 3,254,179 3,254,179

当 期 末 残 高 1,587,825 1,694,890 385,352 2,080,242 4,033 7,400,000 17,282,397 24,686,431

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本
合 計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △1,288,601 23,811,633 41,812 41,812 23,853,445

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △570,645 △570,645

当 期 純 利 益 3,824,824 3,824,824

自己株式の取得 △1,444 △1,444 △1,444

自己株式の処分 49,450 49,535 49,535

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)

△7,088 △7,088 △7,088

当期変動額合計 48,006 3,302,270 △7,088 △7,088 3,295,181

当 期 末 残 高 △1,240,594 27,113,903 34,724 34,724 27,148,627

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1）資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

イ．子会社株式及び関連会社株式…………移動平均法による原価法によっております。

ロ．その他有価証券

・時価のあるもの……………………………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）によっております。

・時価のないもの……………………………移動平均法による原価法によっております。

②　たな卸資産

イ．商品………………………………………総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）によっております。

ロ．製品及び仕掛品…………………………個別法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）によっております。

なお、映像作品については、営業収入（映画配

給、ビデオ・ＤＶＤ販売、ＴＶ番組販売収入等）

ごとに過去の販売実績を基礎とする販売見込額

により原価を区分し、その販売区分ごとの収益

計上時に一括償却する方法によっております。

ハ．貯蔵品…………………………………… 終仕入原価法によっております。

(2）固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産………………………………

（リース資産を除く）

建物については定額法によっております。その

他の資産については、定率法によっておりま

す。

②　無形固定資産………………………………

（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社

内における見込利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。

③　リース資産…………………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。
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(3）引当金の計上基準

①　貸倒引当金…………………………………売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため､

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等の特定債権については個別に回収可能

性を検討して、回収不能見込額を計上しており

ます。

②　役員賞与引当金……………………………役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末に

おける支給見込額を計上しております。

③　返品調整引当金……………………………返品による損失に備えるため、将来の返品見込

損失額のうち当事業年度の負担額を計上してお

ります。

④　ポイント引当金……………………………通信販売において顧客へ付与したポイントの利

用による費用負担に備えるため、利用実績率に

基づき将来利用されると見込まれる額を計上し

ております。

⑤　従業員株式給付引当金……………………当社は、当社従業員に対する将来の当社株式の

交付に備えるため、株式付与ＥＳＯＰ信託の株

式交付規程に基づき、従業員に割り当てられた

ポイントに応じた株式の交付見込額を計上して

おります。

⑥　退職給付引当金……………………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務見込額に基づき計上して

おります。

イ．退職給付見込額の期間帰属方法………退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額

を当事業年度までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法……数理計算上の差異は、各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した額を、

発生の翌事業年度から費用処理しております。

⑦　役員株式給付引当金………………………当社は、当社の取締役及び委任型執行役員に対

する将来の当社株式の交付に備えるため、役員

報酬ＢＩＰ信託の株式交付規程に基づき、取締

役及び委任型執行役員に割り当てられたポイン

トに応じた株式の交付見込額を計上しておりま

す。

(4）その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理………………………税抜方式によっております。
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（追加情報）

（退職給付債務の計算方法の変更）

　退職給付債務の計算方法について、前事業年度まで簡便法によっておりましたが、対象

従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しております。この変更に伴

い、当事業年度末における退職給付引当金が213,735千円増加し、退職給付費用として営業

原価に173,366千円、販売費及び一般管理費に40,368千円計上しております。

２．表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16

日）を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表

示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

（損益計算書）

　前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除却

損」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。

　なお、前事業年度の「固定資産除却損」は5,940千円であります。

３．貸借対照表に関する注記

(1）有形固定資産の減価償却累計額…………… 967,790千円

(2）関係会社に対する金銭債権・債務

①　短期金銭債権………………………………

②　長期金銭債権………………………………

1,825,313千円

3,843,509千円

③　短期金銭債務……………………………… 758,095千円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

①　営業収入…………………………………… 3,327,469千円

②　仕入高……………………………………… 9,054,328千円

③　営業取引以外の取引高…………………… 173,086千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 1,346,181株 480株 25,142株 1,321,519株

(注）１．当事業年度の期末自己株式数には、「役員報酬ＢＩＰ信託」が保有する当社株式146,620

株及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」が保有する当社株式109,470株が含まれております。

２．当事業年度増加株式数480株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

３．当事業年度減少株式数25,142株は、「株式付与ＥＳＯＰ信託」の信託契約に基づく対

象者への交付による減少株式数25,090株、単元未満株式の売渡による減少株式数52株

によるものであります。
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６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 62,825千円

賞与未払金 116,463

退職給付引当金 376,234

貸倒引当金 952,305

子会社株式評価損 500,976

減損損失 132,488

その他 168,093

繰延税金資産小計 2,309,386

評価性引当額 △1,059,084

繰延税金資産合計 1,250,302

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △15,325

繰延税金負債合計 △15,325

繰延税金資産の純額 1,234,977
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７．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

種 類 会 社 等 の 名 称

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合
( ％ ）

関連当事者との関係 取 引 の 内 容
取 引 金 額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 ）

子会社
㈱アミューズクエスト

(注1)（注2）
100

資金の貸付

役員の兼任

資 金 の 貸 付

利 息 の 受 取

100,000

17,679
長 期 貸 付 金 1,840,000

子会社
AMUSE ENTERTAINMENT 
SINGAPORE PTE.LTD.

(注1)（注2）
100

資金の貸付

役員の兼任
利 息 の 受 取 14,249 長 期 貸 付 金 950,000

子会社 ㈱ 希 船 工 房

(注1)
60

資金の貸付

役員の兼任
利 息 の 受 取 11,586 長 期 貸 付 金 755,000

子会社

㈱インターグルーヴ

プロダクションズ

(注3)

100

イベントの企画・制作

委託

役員の兼任

制 作 費 の 支 払 4,530,664 営 業 未 払 金 302,360

子会社
㈱Ａ-Ｓｋｅｔｃｈ

(注3)
66

ＣＤ等の販売受託

役員の兼任
販売代金の支払 1,963,989 営 業 未 払 金 149,391

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）㈱アミューズクエスト、AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE PTE.LTD.、㈱希船工房に

対する貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け

入れておりません。

（注2）㈱アミューズクエストの長期貸付金に対し1,538,000千円、AMUSE ENTERTAINMENT 

SINGAPORE PTE.LTD.の長期貸付金に対し862,227千円の貸倒引当金を計上しており

ます。

（注3）㈱インターグルーヴプロダクションズ、㈱Ａ-Ｓｋｅｔｃｈとの取引については、一

般の取引先と同様の手続きを踏まえ、同等の条件を適用しております。

（注4）取引金額には消費税等を含めておりません。営業未払金の期末残高には消費税等を

含めております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1）１株当たり純資産額 1,569円10銭

(2）１株当たり当期純利益 221円20銭

（注）１．「１株当たり純資産額」の算定上、「役員報酬ＢＩＰ信託」及び「株式付与ＥＳ

ＯＰ信託」が保有する当社株式を、期末発行済株式総数から控除する自己株式に

含めております。（当事業年度256,090株）

２．「１株当たり当期純利益」の算定上、「役員報酬ＢＩＰ信託」及び「株式付与Ｅ

ＳＯＰ信託」が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自

己株式に含めております。（当事業年度267,278株）
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年5月17日

株式会社アミューズ

取締役会　御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 久 保 　 英 治 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 田 　 大 輔 

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社アミューズの2018年４
月１日から2019年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社アミューズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年5月17日

株式会社アミューズ

取締役会　御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 久 保 　 英 治 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 田 　 大 輔 

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アミューズの2018
年４月１日から2019年３月３１日までの第４１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査
を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第41期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに以下
の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から
成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

(3）連結計算書類の監査結果
会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

2019年５月22日

株 式 会 社 ア ミ ュ ー ズ 　 監 査 役 会

常勤監査役 横 沢 宏 明 

社外監査役 石 川 順 道 

社外監査役 大野木　　　猛 

社外監査役 灰 原 芳 夫 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様に対する利益還元は重要な経営課題として認識してお

り、継続的に、安定した配当を実施することを重視しつつ、より高い水準に

引き上げることを目指しております。

この方針に基づき、当事業年度の業績と今後の事業展開等を総合的に勘案

しました結果、第41期の期末配当につきましては普通配当20円00銭とし、2018

年12月４日に実施済みの中間配当金１株当たり20円00銭と合わせまして、年

間配当金は40円となります。

今後も株主の皆様に対する安定的かつ高水準な利益還元の向上に努めてま

いります。

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円00銭といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、351,161,820円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2019年６月24日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役８名選任の件

取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。創業40

周年を迎えた当社は、大きな節目であるこの時期を新たな創業期と捉え、若返り

と更なる経営体制の強化を目的に、新任取締役３名、社外取締役２名を含む取締

役８名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

おお

大
 

　
さと

里
 

　
よう

洋
 

　
きち

吉

(1946年８月22日生)

1969年４月　株式会社渡辺プロダクション入社

1978年10月　当社設立、代表取締役社長

1981年11月　当社代表取締役会長

2008年６月　当社相談役名誉会長

2009年６月　当社 高顧問

2011年６月　当社代表取締役会長（現任）

2013年５月　株式会社ライブ・ビューイン

グ・ジャパン代表取締役会長

2014年７月　株式会社アミューズクエスト代表

取締役会長

2016年５月　株式会社ライブ・ビューイン

グ・ジャパン代表取締役相談役

（現任）

2016年５月　株式会社アミューズクエスト代表

取締役会長兼社長

2017年４月　株式会社アミューズクエスト代表

取締役会長（現任）

451,060株

(取締役候補者とした理由）

1978年の当社設立前からの当業界における幅広い知見・経験を有し、当社創業後は長

らく代表取締役社長・会長を歴任しております。当社グループ全般の豊富な業務経験

を有し、新規事業の創出に務め、今日の当社グループの基盤を作ってきたその実績と

知見を有しております。引き続きこの知見と実績を活かして当社グループの企業価

値向上に貢献することが期待されるためでございます。
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候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

２

しば

柴
 

　
 

　
 

　
よう

洋
じ

二
ろう

郎

(1950年８月７日生)

1974年４月　株式会社日本興業銀行（現・株式

会社みずほ銀行）入行

2002年４月　株式会社みずほコーポレート銀行

（現・株式会社みずほ銀行）執行

役員

2003年３月　株式会社みずほ銀行常務執行役員

2005年５月　株式会社オリエンタルランド常務

執行役員

2007年６月　株式会社オリエンタルランド取締

役専務執行役員

2009年４月　株式会社オリエンタルランド代表

取締役副社長執行役員

2013年４月　株式会社オリエンタルランド取締

役

2013年６月　当社社外取締役

2015年６月　当社取締役副会長

2017年６月　当社取締役 副会長執行役員

2018年３月　株式会社ブリヂストン社外取締役

（現任）

2019年４月　当社代表取締役 社長執行役員

（現任）

－株

(取締役候補者とした理由）

金融業界における長年にわたる経験に加え、テーマパーク事業をはじめとしたエンタ

ーテインメントビジネスに精通しており、経営者としても豊富な経験と高い見識を有

しております。当社の個別事業のみならず中長期的な成長戦略を含めた広範囲な課

題に有用な助言をうけており、引き続き当社グループの企業価値向上に貢献すること

が期待されるためでございます。
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候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

３

はた

畠
 

　
なか

中
 

　
たつ

達
 

　
ろう

郎

(1957年11月３日生)

1978年10月　当社入社

1999年６月　当社マネージメント部門担当執行

役員

2001年６月　当社常務取締役

2004年12月　当社取締役副社長

2007年６月　当社代表取締役社長

2014年５月　Amuse Group USA,Inc. President

（現任）

2015年11月　AMUSE FRANCE S.A.S.

President（現任）

2016年４月　AmuseLantis Europe S.A.S.

President（現任）

2017年６月　当社代表取締役　社長執行役員

2019年４月　当社取締役（現任）

166,820株

(取締役候補者とした理由）

1978年の当社創業時に入社、管理部門を含む当社の幅広い部門の知見・経験を有し、

1999年にアーティストマネージメント部門担当執行役員、常務取締役、取締役副社長

を経て2007年から2019年３月まで代表取締役社長執行役員を務め、近年の業績拡大を

牽引してきた実績と知見を有しております。引き続きこの知見と実績を活かして当

社グループの企業価値向上に貢献することが期待されるためでございます。
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候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

※

４

なか

中
にし

西
まさ

正
き

樹

(1973年11月９日生)

1998年４月　当社入社

2008年５月　タイシタレーベルミュージック株

式会社代表取締役（現任）

2012年４月　当社第１マネージメント部長

2016年４月　当社エグゼクティブプロデューサ

ーサザンオールスターズプロジェ

クト、第１マネージメント部 担

当 兼サザンオールスターズプロ

ジェクト部長、第１マネージメン

ト部長

2017年７月　当社執行役員サザンオールスター

ズプロジェクト、第１マネージメ

ント部 担当 兼サザンオールスタ

ーズプロジェクト部長、第１マネ

ージメント部長（現任）

1,688株

(取締役候補者とした理由）

1998年に当社へ入社以来、サザンオールスターズ等、音楽系アーティストマネージメ

ント及びチーム運営に手腕を発揮してきました。また、当社グループと外部パートナ

ーのリソースを 大限に融合させるなど、幅広いアーティストにおいて新しい市場環

境に適応し、当社音楽事業の幅広い基盤を作ってきた実績と知見を有しております。

引き続きこの実績と知見を活かし、激変する事業環境に柔軟に対応し当社グループの

企業価値向上に貢献することが期待されるためでございます。
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候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

※

５

ち

千
ば

葉
のぶ

伸
ひろ

大

(1973年１月30日生)

1995年４月　当社入社

2007年７月　当社第５マネージメント部長

2008年７月　当社執行役員第５マネージメント

部、新人開発部 担当 兼第５マネ

ージメント部長

2009年４月　当社執行役員第４マネージメント

部 担当 兼第４マネージメント部

長

2012年４月　当社執行役員第７マネージメント

部、 担当 兼第７マネージメント

部長

2013年７月　当社執行役員第９マネージメント

部、第10マネージメント部 担当 

兼第10マネージメント部長

2016年４月　当社執行役員第６マネージメント

部、第７マネージメント部、舞台

制作部担当

2017年６月　当社常務執行役員（現任）

5,640株

(取締役候補者とした理由）

1995年に当社へ入社以来、音楽系及び役者系アーティストまで幅広い分野のアーティ

ストマネージメントに実績を残しながら、数々の映画・舞台・TVドラマ・ライブ等の

制作においてもその手腕を発揮してきました。また、キッズや若手アーティストの育

成においても、個々の様々な才能を引き出すなど、その独自の感性と豊富な知見で当

社の事業の多様化を推し進めており、引き続きこの実績と知見を活かして当社グルー

プの企業価値向上に貢献することが期待されるためでございます。
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候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

※

６

あら

荒
き

木
ひろ

宏
ゆき

幸

（1970年９月15日生)

1994年４月　当社入社

2008年７月　当社第３マネージメント部長

2009年４月　当社第２マネージメント部長

2012年４月　当社第５マネージメント部長

2013年７月　当社執行役員第５マネージメント

部、第６マネージメント部 担当 

兼第５マネージメント部長

2016年４月　当社執行役員第１マネージメント

部、第２マネージメント部、第３

マネージメント部、スポーツ文化

事業部 担当 兼第２マネージメン

ト部長

2017年７月　当社執行役員第２マネージメント

部、第３マネージメント部、第４

マネージメント部、スポーツ文化

事業部 担当 兼第４マネージメン

ト部長（現任）

800株

(取締役候補者とした理由）

1994年に当社へ入社以来、音楽系・役者系アーティストのみならず、バラエティ・文

化人・スポーツ選手などのアーティストマネージメントやテレビ番組制作などにおい

ても実績を残し、幅広い知見を有しております。また、IPコンテンツの開発など新規

領域の開拓も推し進めており、この実績と知見を活かした若手社員の教育・育成にも

手腕を発揮し、当社グループの企業価値向上に貢献することが期待されるためでござ

います。
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候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

７

ます

増
 

　
だ

田
 

　
むね

宗
 

　
あき

昭

(1951年１月20日生)

1985年９月　カルチュア・コンビニエンス・ク

ラブ株式会社設立、代表取締役社

長

2005年６月　日本出版販売株式会社社外取締役

（現任）

2008年６月　カルチュア・コンビニエンス・ク

ラブ株式会社代表取締役社長兼 

ＣＥＯ（現任）

2010年６月　当社社外取締役（現任）

2010年６月　株式会社ＭＰＤ社外取締役（現

任）

2011年３月　株式会社アマナホールディングス

（現・株式会社アマナ）社外取締

役（現任）

2016年４月　株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ代表取締

役会長兼ＣＥＯ（現任）

2016年４月　株式会社Ｔポイント・ジャパン代

表取締役会長兼ＣＥＯ（現任）

－株

(社外取締役候補者とした理由）

デジタルメディア・コンテンツビジネス等を含むエンターテインメントビジネスに精

通され、また多くの会社の経営者を歴任されるなど、事業と経営の両面においての豊

富な経験を有しております。当社の今後の成長戦略に様々な観点からの助言をいた

だくことが期待できることから、当社社外取締役として選任をお願いするものといた

しました。
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候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

８

あん

安
どう

藤
たか

隆
はる

春

(1949年８月31日生)

1972年４月　警察庁入庁

1994年９月　群馬県警察本部長

1999年８月　警視庁公安部長

2004年８月　警察庁官房長

2007年８月　警察庁次長

2009年６月　警察庁長官

2011年10月　退官

2013年５月　株式会社ニトリホールディングス

社外取締役（現任）

2016年６月　当社社外取締役（現任）

2017年６月　株式会社ゼンショーホールディン

グス社外取締役（現任）

2018年６月　東武鉄道株式会社社外取締役

（現任)

－株

(社外取締役候補者とした理由）

候補者は直接企業経営に関与された経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を

歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役としてコーポレ

ートガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化を図るために、適切な監

督・助言をいただけるものと判断し、当社社外取締役として選任をお願いするものと

いたしました。

(注)１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．取締役候補者大里洋吉氏は、株式会社ライブ・ビューイング・ジャパンを代表して当社

と取引を行っております。取締役候補者畠中達郎氏は、AmuseLantis Europe S.A.S.を代
表して当社と取引を行っております。取締役候補者増田宗昭氏は、カルチュア・コンビ
ニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯを兼務しており、当社との間で商品
取引契約等を締結し取引を行っております。
その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．増田宗昭氏、安藤隆春氏は、社外取締役候補者であります。
４．社外取締役候補者増田宗昭氏、安藤隆春氏、それぞれの社外取締役としての在任期間は、

本定時株主総会終結の時をもって増田宗昭氏が９年、安藤隆春氏が３年となります。
５．社外取締役候補者増田宗昭氏と安藤隆春氏は当社との間で会社法第427条第１項の規定

に基づき、責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、本契約を
継続する予定であります。
その責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。

・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は､会社法第425条
第１項に規定する 低責任限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の執行に
ついて善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

６．当社は、社外取締役候補者増田宗昭氏と安藤隆春氏を、東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として届け出ております。両氏の選任が承認された場合、当社は両氏を独立役
員とする予定です。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会場：両国国技館　　住所：東京都墨田区横網一丁目３番28号

蔵前橋

同愛記念
病院

旧安田庭園

東京都復興
記念館

都
営
大
江
戸
線

第一
ホテル

両　

国　

駅
江戸東京博物館

両国国技館

至錦糸町ＪＲ総武本線

国道14号線

両国
パールホテル

両　国　駅

首
都

高
速

６
号

向
島

線

至
浅
草
橋

◆ＪＲ総武線各駅停車　両国駅西口下車徒歩２分

◆都営地下鉄大江戸線　都営両国駅Ａ１出口下車徒歩５分

駐車場のご用意はございません。お車でのご来場はご遠慮願います。
当日は相当な混雑が予想されますので、お早めにお越しくださいますようお願
い申しあげます。

車いすをご利用される方、または聴覚障害の情報保障を希望される方は、準備の都合上、

６月14日（金）17：00までに下記までご連絡ください。尚、情報保障につきましては音声認識

技術を用いており、必ずしも全ての文言の正確な表示をお約束するシステムではございません。

予めご理解を賜りますようお願い申しあげます。

株式会社アミューズ　広報・ＩＲ室

電話 ０３－５４５７－３３９０（受付時間 土・日・祝日を除く 11:00～17:00）

地図


